
番 
号 公の施設の名称 指定管理者  

1 水口東部コミュニティセンター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

2 水口北部コミュニティセンター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

3 水口中部コミュニティセンター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

4 甲賀コミュニティセンター 鳥居野区 

5 福祉ホール 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

6 柏木保育園 社会福祉法人　ひまわり会 

7 水口北保育園 社会福祉法人　ひまわり会 

8 甲南のぞみ保育園 社会福祉法人　甲南会 

9 甲南子育て支援センター 社会福祉法人　甲南会 

10 デイサービスセンター 社会福祉法人　湖東会 

11 碧水荘デイサービスセンター 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

12 デイサービスセンターすこやか荘 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

13 老人福祉センター碧水荘 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

14 老人福祉センターフィランソ土山 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

15 老人福祉センター佐山荘 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

16 水口訪問看護ステーション 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

17 身体障害者生活支援センター 甲賀郡地域生活支援センター運営協議 会 

18 甲賀農村環境改善センター 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

19 青土農村広場 青土区 

20 大野農村広場 大野学区 

21 山中農山村広場 山中区自治会 

22 隠岐農村公園 隠岐区自治会 

23 油日農村公園 油日区自治会 

24 神農村公園 神区 

25 岩室農村公園 岩室区 

26 高野農村公園 高野区自治会 

27 大久保農村公園 大久保区 

28 大原中農村公園 自治会大原中区 

29 休養センターやまびこ館 山上区 

30 休養センターいいみち館 三大寺区 

31 青土集落センター 青土区 

32 上の平農作業休養センター 上の平区 

33 黒滝農作業休養センター 黒滝区自治会 

34 大久保営農センター 大久保区 

35 甲賀農村婦人の家 神区 

36 里山かむら交流館 神区 

37 甲賀もちふる里館 小佐治区自治会 

38 信楽農事集会所小川会館 小川自治会 

39 勅旨高齢者活動・生活支援促進 施設勅旨会館 勅旨区 

40 雲井地区農村活性化センター 牧区 

41 農林漁家婦人活動促進施設 柞原会館 柞原区 

42 交流促進センター谷川会館 長野区自治会 

43 緑地等管理中央センター 上朝宮区 

44 多目的集会施設宮町会館 宮町区 

45 信楽生活改善センター 宮尻区 

番 
号 公の施設の名称 指定管理者  

46 生産物直売・食材供給施設 
田代高原の郷 田代高原の郷管理組合 

47 神山高齢者生きがい発揮促進施設 
神山ふれあい会館 神山区 

48 リップルＣｈａ－Ｃｈａ 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

49 鹿深ふれあい市四季菜館 鹿深ふれあい市運営組合 

50 甲賀市特用林産物展示実習施設 
（きのこハウス） 神区 

51 甲賀木彩館 岩室区 

52 櫟野簡易休憩所 櫟野区自治会 

53 油日総合文化センター 上野区自治会 

54 信楽産業展示館 財団法人　滋賀県陶芸の森 

55 土山自然休養村管理センター 
（道の駅あいの土山） 株式会社　道の駅あいの土山 

56 国民宿舎かもしか荘 近江鉄道　株式会社 

57 あいの土山都市との交流センター 
（かもしか温泉 ） 近江鉄道　株式会社 

58 勤労者福祉センター 甲賀町商工 会 

59 共同福祉施設 甲賀広域勤労者互助会 

60 勤労福祉会館 
（グリーンヒルサントピア ） 碧水観光　株式会社 

61 ワークプラザ水口 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

62 ワークプラザ甲南 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

63 甲賀中央公園 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

64 鹿深夢の森 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

65 鹿深夢の森花風香の湯 株式会社　トレンディワールド 

66 あいの丘文化公園 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

67 あいの森ふれあい公園 
青土ダムエコーバレイ 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

68 ブルーリバーパーク 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

69 やまびこ公園 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

70 あいの土山文化ホール 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

71 鈴鹿ホール 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

72 水口城資料 館 社  団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

73 甲賀歴史民俗資料館 甲賀地域歴史資料保存 会 

74 旧水口図書館 稚木の会 

75 甲南青少年研修センター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

76 土山体育館 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

77 土山室内運動場 
（旧土山体育館） 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

78 土山運動場 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

79 土山テニスコート 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

80 青瀬プール 青瀬プール管理組合 

81 土山末田小運動場 末田 区 

82 甲賀体育館 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

83 甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

※ 　　の施設は今まで市が直接管理していた施設（業務委託を含む） 

※市内の公の施設管理状況（286 施設） 

平成 17年度 
直営施設：211 施設 
管理委託施設：72施 設 
新規施設：3施設 

平成 18年度 

直営施設：203 施設 
制度導入施設：83 施設 

公の施設の管理運 営制度が変わります!平成18年 
4月から 
平成18年 
4月から 
平成18年 
4月から 

～指定管理者制度がスタート～ 
◎指定管理者は次のとおりです。 指定期間■平成18年4月1日～平成21年3月31日 

※
「
公
の
施
設
」
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設
、
文
化
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設
、
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設
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ど
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進
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、
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の
市
民
の
皆

さ
ん
に
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用
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
設
置
さ
れ
た
施
設
 

指定管理者制度により期待される効果 
・新たな発想による事業展開や施設利用の促進 

・多様なニーズに即応した柔軟な事業運営 

・管理経費の縮減 
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制
度
改
正
の
概
要
 

改正前 
管理委託制度 

公共団体や公共的団体、地
方公共団体の出資団体等に
限定。 

委託契約に基づき管理事務
を執行するが、管理権限は
市が有する。 
→施設の使用許可はできない。 

管理 
主体 

管理 
内容 

改正後 
指定管理者制度 

法人その他の団体であれば、

特段の制限なし。 

議会の議決を経て、「指定」
を行うことにより、施設の
管理権限を委任する。 
→施設の使用許可ができる。 

管理 
主体 

管理 
内容 

※ 

方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
「
公
の
施
設
」
の

管
理
運
営
方
法
が
「
管

理
委
託
制
度
」
か
ら
『
指
定
管
理

者
制
度
』
に
変
わ
り
ま
す
。
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来
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、
管
理
者
の
範
囲
を
公

共
団
体
や
公
共
的
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、
地
方
公

共
団
体
の
出
資
団
体
等
に
限
定
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て
い
ま
し
た
が
、
民
間
主
体
で
も

十
分
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
民
間
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
地
域
の
団
体
等
も
公
の
施
設

の
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
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本
市
に
お
い
て
も
、
よ
り
一
層

の
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
施
設
の

維
持
管
理
費
用
の
縮
減
等
を
図
る

た
め
、
今
年
度
か
ら
指
定
管
理
者

制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
 

　
こ
の
制
度
で
は
、
指
定
管
理
者

と
な
る
団
体
は
、
原
則
公
募
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
合
併

し
て
間
も
な
い
本
市
に
お
い
て
は
、

施
設
を
利
用
さ
れ
る
方
に
混
乱
を

与
え
ず
、
ス
ム
ー
ズ
に
新
制
度
へ

移
行
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
、

今
回
は
従
前
の
管
理
委
託
者
に
引

き
続
き
管
理
を
行
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
、
全

て
非
公
募
と
し
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
公
正
で
透
明
な
選
定
を

行
う
た
め
、
指
定
管
理
者
選
定
委

員
会
（
有
識
者
3
名
、
利
用
者
代

表
2
名
の
計
5
名
）
に
お
い
て
管

理
者
と
し
て
の
適
否
を
客
観
的
に

審
査
し
て
い
た
だ
き
、
3
月
議
会

の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
と
し

て
指
定
し
ま
し
た
。
 

　
現
在
、
市
内
の
公
の
施
設
は

2
8
6
施
設
あ
り
、
そ
の
う
ち
今

年
度
に
制
度
を
導
入
す
る
施
設
は

83
施
設
で
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）
、

指
定
期
間
は
平
成
21
年
度
ま
で
の

3
年
間
で
す
。
 

　
制
度
導
入
に
伴
い
、
施
設
の
利

用
手
続
に
つ
い
て
、
一
部
変
更
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利

用
の
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に

事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

地 

指
定
管
理
者
制
度
の
メ
リ

ッ
ト
っ
て
あ
る
の
？
 

使
用
料
が
上
が
っ
た
り
、

サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
た

り
し
な
い
の
？
 

QAA Q
公
の
施
設
の
管
理
運
営

が
民
間
の
事
業
者
に
も

拡
充
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
間
事
業
者
な
ど
が
有
す
る
優

れ
た
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
、
経
費
節
減
や
、

市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
質
の

高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き

ま
す
。
 

 

開
館
時
間
や
使
用
料
の

上
限
な
ど
、
基
本
的
な

事
項
は
条
例
で
定
め
て
い
ま
す

の
で
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の

承
認
を
得
な
い
で
使
用
料
の
値

上
げ
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
が
低
下

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
法

令
及
び
協
定
に
よ
り
、
市
が
監

督
す
る
こ
と
で
適
正
な
管
理
運

営
を
確
保
し
ま
す
。
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番 
号 公の施設の名称 指定管理者  

1 水口東部コミュニティセンター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

2 水口北部コミュニティセンター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

3 水口中部コミュニティセンター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

4 甲賀コミュニティセンター 鳥居野区 

5 福祉ホール 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

6 柏木保育園 社会福祉法人　ひまわり会 

7 水口北保育園 社会福祉法人　ひまわり会 

8 甲南のぞみ保育園 社会福祉法人　甲南会 

9 甲南子育て支援センター 社会福祉法人　甲南会 

10 デイサービスセンター 社会福祉法人　湖東会 

11 碧水荘デイサービスセンター 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

12 デイサービスセンターすこやか荘 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

13 老人福祉センター碧水荘 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

14 老人福祉センターフィランソ土山 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

15 老人福祉センター佐山荘 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

16 水口訪問看護ステーション 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会 

17 身体障害者生活支援センター 甲賀郡地域生活支援センター運営協議 会 

18 甲賀農村環境改善センター 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

19 青土農村広場 青土区 

20 大野農村広場 大野学区 

21 山中農山村広場 山中区自治会 

22 隠岐農村公園 隠岐区自治会 

23 油日農村公園 油日区自治会 

24 神農村公園 神区 

25 岩室農村公園 岩室区 

26 高野農村公園 高野区自治会 

27 大久保農村公園 大久保区 

28 大原中農村公園 自治会大原中区 

29 休養センターやまびこ館 山上区 

30 休養センターいいみち館 三大寺区 

31 青土集落センター 青土区 

32 上の平農作業休養センター 上の平区 

33 黒滝農作業休養センター 黒滝区自治会 

34 大久保営農センター 大久保区 

35 甲賀農村婦人の家 神区 

36 里山かむら交流館 神区 

37 甲賀もちふる里館 小佐治区自治会 

38 信楽農事集会所小川会館 小川自治会 

39 勅旨高齢者活動・生活支援促進 施設勅旨会館 勅旨区 

40 雲井地区農村活性化センター 牧区 

41 農林漁家婦人活動促進施設 柞原会館 柞原区 

42 交流促進センター谷川会館 長野区自治会 

43 緑地等管理中央センター 上朝宮区 

44 多目的集会施設宮町会館 宮町区 

45 信楽生活改善センター 宮尻区 

番 
号 公の施設の名称 指定管理者  

46 生産物直売・食材供給施設 
田代高原の郷 田代高原の郷管理組合 

47 神山高齢者生きがい発揮促進施設 
神山ふれあい会館 神山区 

48 リップルＣｈａ－Ｃｈａ 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

49 鹿深ふれあい市四季菜館 鹿深ふれあい市運営組合 

50 甲賀市特用林産物展示実習施設 
（きのこハウス） 神区 

51 甲賀木彩館 岩室区 

52 櫟野簡易休憩所 櫟野区自治会 

53 油日総合文化センター 上野区自治会 

54 信楽産業展示館 財団法人　滋賀県陶芸の森 

55 土山自然休養村管理センター 
（道の駅あいの土山） 株式会社　道の駅あいの土山 

56 国民宿舎かもしか荘 近江鉄道　株式会社 

57 あいの土山都市との交流センター 
（かもしか温泉 ） 近江鉄道　株式会社 

58 勤労者福祉センター 甲賀町商工 会 

59 共同福祉施設 甲賀広域勤労者互助会 

60 勤労福祉会館 
（グリーンヒルサントピア ） 碧水観光　株式会社 

61 ワークプラザ水口 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

62 ワークプラザ甲南 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

63 甲賀中央公園 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

64 鹿深夢の森 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

65 鹿深夢の森花風香の湯 株式会社　トレンディワールド 

66 あいの丘文化公園 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

67 あいの森ふれあい公園 
青土ダムエコーバレイ 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

68 ブルーリバーパーク 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

69 やまびこ公園 財団法人　土山町緑のふるさと振興会 

70 あいの土山文化ホール 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

71 鈴鹿ホール 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

72 水口城資料 館 社  団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

73 甲賀歴史民俗資料館 甲賀地域歴史資料保存 会 

74 旧水口図書館 稚木の会 

75 甲南青少年研修センター 社団法人　甲賀市シルバー人材センタ ー 

76 土山体育館 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

77 土山室内運動場 
（旧土山体育館） 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

78 土山運動場 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

79 土山テニスコート 財団法人　あいの土山文化体育振興会 

80 青瀬プール 青瀬プール管理組合 

81 土山末田小運動場 末田 区 

82 甲賀体育館 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

83 甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 財団法人　甲賀創健文化振興事業団 

※ 　　の施設は今まで市が直接管理していた施設（業務委託を含む） 

※市内の公の施設管理状況（286 施設） 

平成 17年度 
直営施設：211 施設 
管理委託施設：72施 設 
新規施設：3施設 

平成 18年度 

直営施設：203 施設 
制度導入施設：83 施設 

公の施設の管理運 営制度が変わります!平成18年 
4月から 
平成18年 
4月から 
平成18年 
4月から 

～指定管理者制度がスタート～ 
◎指定管理者は次のとおりです。 指定期間■平成18年4月1日～平成21年3月31日 

※
「
公
の
施
設
」
 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
文
化
施
設
、
福

祉
施
設
な
ど
住
民
の
福
祉
を
増
進

す
る
目
的
で
、
多
く
の
市
民
の
皆

さ
ん
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
設
置
さ
れ
た
施
設
 

指定管理者制度により期待される効果 
・新たな発想による事業展開や施設利用の促進 

・多様なニーズに即応した柔軟な事業運営 

・管理経費の縮減 

【
問
い
合
わ
せ
】
 

　
企
画
政
策
課
 

　
　
1
　
6
5
│
0
6
7
0
 

　
F
A
X
6
3
│
4
5
5
4

 

制
度
改
正
の
概
要
 

改正前 
管理委託制度 

公共団体や公共的団体、地
方公共団体の出資団体等に
限定。 

委託契約に基づき管理事務
を執行するが、管理権限は
市が有する。 
→施設の使用許可はできない。 

管理 
主体 

管理 
内容 

改正後 
指定管理者制度 

法人その他の団体であれば、

特段の制限なし。 

議会の議決を経て、「指定」
を行うことにより、施設の
管理権限を委任する。 
→施設の使用許可ができる。 

管理 
主体 

管理 
内容 

※ 

方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
「
公
の
施
設
」
の

管
理
運
営
方
法
が
「
管

理
委
託
制
度
」
か
ら
『
指
定
管
理

者
制
度
』
に
変
わ
り
ま
す
。
 

　
従
来
は
、
管
理
者
の
範
囲
を
公

共
団
体
や
公
共
的
団
体
、
地
方
公

共
団
体
の
出
資
団
体
等
に
限
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
民
間
主
体
で
も

十
分
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
民
間
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
地
域
の
団
体
等
も
公
の
施
設

の
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
 

　
本
市
に
お
い
て
も
、
よ
り
一
層

の
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
施
設
の

維
持
管
理
費
用
の
縮
減
等
を
図
る

た
め
、
今
年
度
か
ら
指
定
管
理
者

制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
 

　
こ
の
制
度
で
は
、
指
定
管
理
者

と
な
る
団
体
は
、
原
則
公
募
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
合
併

し
て
間
も
な
い
本
市
に
お
い
て
は
、

施
設
を
利
用
さ
れ
る
方
に
混
乱
を

与
え
ず
、
ス
ム
ー
ズ
に
新
制
度
へ

移
行
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
、

今
回
は
従
前
の
管
理
委
託
者
に
引

き
続
き
管
理
を
行
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
、
全

て
非
公
募
と
し
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
公
正
で
透
明
な
選
定
を

行
う
た
め
、
指
定
管
理
者
選
定
委

員
会
（
有
識
者
3
名
、
利
用
者
代

表
2
名
の
計
5
名
）
に
お
い
て
管

理
者
と
し
て
の
適
否
を
客
観
的
に

審
査
し
て
い
た
だ
き
、
3
月
議
会

の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
と
し

て
指
定
し
ま
し
た
。
 

　
現
在
、
市
内
の
公
の
施
設
は

2
8
6
施
設
あ
り
、
そ
の
う
ち
今

年
度
に
制
度
を
導
入
す
る
施
設
は

83
施
設
で
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）
、

指
定
期
間
は
平
成
21
年
度
ま
で
の

3
年
間
で
す
。
 

　
制
度
導
入
に
伴
い
、
施
設
の
利

用
手
続
に
つ
い
て
、
一
部
変
更
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利

用
の
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に

事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

地 

指
定
管
理
者
制
度
の
メ
リ

ッ
ト
っ
て
あ
る
の
？
 

使
用
料
が
上
が
っ
た
り
、

サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
た

り
し
な
い
の
？
 

QAA Q
公
の
施
設
の
管
理
運
営

が
民
間
の
事
業
者
に
も

拡
充
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
間
事
業
者
な
ど
が
有
す
る
優

れ
た
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
、
経
費
節
減
や
、

市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
質
の

高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き

ま
す
。
 

 

開
館
時
間
や
使
用
料
の

上
限
な
ど
、
基
本
的
な

事
項
は
条
例
で
定
め
て
い
ま
す

の
で
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の

承
認
を
得
な
い
で
使
用
料
の
値

上
げ
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
が
低
下

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
法

令
及
び
協
定
に
よ
り
、
市
が
監

督
す
る
こ
と
で
適
正
な
管
理
運

営
を
確
保
し
ま
す
。
 

広報あいこうか 2006.4.19


